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四万十町教育委員会会議録（平成３１年２月定例会） 

 

 

１．日 時   平成３１年２月１２日（火）９：００～１１：３０ 

 

２．場 所   四万十町役場本庁東庁舎 ２階 町民活動支援室 

 

３．出席者 

 教育長  川上哲男 

 教育委員 宮﨑正行  岡林雅子  横山順一  佐々倉愛 

 事務局  教育次長  熊谷敏郎 

生涯学習課 課長  林 瑞穂 

学校教育課 課長  西谷典生  副課長  東 孝典 

教育研究所 所長  岡 澄子 

 

４．傍聴者 

  ０名 

 

５．日 程 

（１）開会 

（２）委員長あいさつ 

（３）会議録署名委員の指名  （佐々倉愛委員） 

（４）議題 

①承認第 １号 専決処分の承認について（区域外就学の協議） 

②議案第 １号 区域外就学の協議について （申請者 ●● ●） 

③議案第 ２号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●） 

④議案第 ３号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●●） 

⑤議案第 ４号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●） 

⑥議案第 ５号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●） 

⑦議案第 ６号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●） 

⑧議案第 ７号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●● ●） 

⑨議案第 ８号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●） 

⑩議案第 ９号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●●） 

⑪議案第１０号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●） 

⑫議案第１１号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●） 

⑬議案第１２号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●● ●） 

⑭議案第１３号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●●） 

⑮議案第１４号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●） 

⑯議案第１５号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●● ●） 

⑰議案第１６号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●） 

（５）協議事項 

なし 

（６）報告事項 
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①四万十町文化的施設基本構想について 

（７）その他  

①小鳩保育所移転整備事業基本設計について 

②男女混合名簿（出席簿）について 

③卒業式の出席について 

 

６．議 事 

教育長 ： それでは、これより四万十町教育委員会２月定例会を開会いたします。 

      議題に入る前に、承認第１号並びに議案第１号から議案第１６号までにつきまして

は、個人情報を含んだ案件であるため、会議を非公開にしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、異議ないものと認め、承認第１号ならびに議案第１号から議案第１６号

につきましては非公開といたします。それでは、順次、議題に入ってまいりたいと思

います。 

      まず、承認第１号 専決処分の承認について（区域外就学の協議）、事務局の説明を

求めます。 

       

       （事務局より、承認第１号 専決処分の承認について（区域外就学の協議）、説明 

する。） 

 

教育長 ： ただ今、専決処分の承認について、説明がございました。委員の皆さんのご意見等

をお聞きしたいと思います。この件については、専決ということでございますけれど

も、委員の皆さん、よろしいですか。 

全委員 ： はい。      

教育長 ： それでは、承認第１号 専決処分の承認について（区域外就学の協議）、はご異議、

ご意見がないということで承認ということにさせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、議案第１号 区域外就学の協議について （申請者 ●● ●）、事務局の

説明を求めます。 

      

       （事務局より、議案第１号 区域外就学の協議について （申請者 ●● ●）、

説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました区域外就学の協議について、委員の皆さんのご意見、ま

た、お聞きしたいことなどございませんか。 

西谷学校教育課長： １０ページの議案なんですが、３行目、区域外就学に関する取扱要綱のところに平

仮名の「り」「〃」が入っていると思いますが、これ削除していただきたいと思います。 

教育長 ： 委員の皆さん、何かご質問等ございませんか。ご意見はございませんか。よろしい

ですか。 

      それでは、議案第１号 区域外就学の協議について （申請者 ●● ●）、承認で

よろしいですか。 

全委員 ： はい。 
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教育長 ： それでは、議案第１号 区域外就学の協議について （申請者 ●● ●）、は承認

とさせていただきます。 

教育長 ： 続いて、議案第２号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、

事務局の説明を求めます。 

       

       （事務局より、議案第２号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●

●●●）、説明する。） 

 

教育長 ： 議案第２号につきまして、意見、また、お聞きしたいことなどございませんか。よ

ろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、議案第２号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、

承認ということで、よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、議案第２号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、

は承認とさせていただきます。 

      続いて、議案第３号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●●）、

事務局の説明を求めます。 

   

        （事務局より、議案第３号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 

●●●●●）、説明する。） 

  

教育長 ： ただ今、説明がありました。このことについて委員の皆さんの意見を求めます。ご

意見、また、お聞きしたいことなどございませんか。この児童については、先ほど説

明があったように、昨年の１０月と今年の２月の定例教育委員会において承認をいた

だいて、引き続き影野小学校への就学ということでございます。皆さん、よろしいで

すか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、ご異議、ご意見もないということでございます。議案第３号 指定校区

外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●●）、は承認とさせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、議案第４号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、

事務局の説明を求めます。 

     

        （事務局より、議案第４号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 

●●●●）、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。このことについて委員の皆さんの意見を求めます。ご

意見、また、お聞きしたいことなどございませんか。この件につきましても昨年の３

月の臨時教育委員会のほうで承認をされているということで、引き続き窪川小学校へ

の就学を希望ということです。皆さん、よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、ご異議、ご意見はないということでございますので、議案第４号 指定
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校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、は承認とさせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続きまして、議案第５号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●

●）、事務局の説明を求めます。 

      

         （事務局より、議案第５号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 

●●●●）、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。この件につきまして委員の皆さんのご意見を求めます。

ご意見、また、お聞きしたいことなどございませんか。よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、ご異議、ご意見がないということでございますので、議案第５号 指定

校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、は承認とさせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、議案第６号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、

事務局の説明を求めます。 

     

         （事務局より、議案第６号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 

●●●●）、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。この件につきまして委員の皆さんの意見を求めます。

ご意見、お聞きしたいことなどございませんか。よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、ご異議、ご意見がないということでございますので、議案第６号 指定

校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、は承認とさせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、議案第７号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●● ●）、

事務局の説明を求めます。 

 

          （事務局より、議案第７号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請

者 ●● ●）、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。この件につきまして委員の皆さんの意見を求めます。

ご意見、また、お聞きしたいことなどございませんか。よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、ご異議、ご意見がないということでございますので、議案第７号 指定

校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●● ●）、は承認とさせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続きまして、議案第８号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●

●）、事務局の説明を求めます。 

    

         （事務局より、議案第８号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 

●●●●）、説明する。） 



5 

 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。この件につきまして委員の皆さんのご意見を求めます。

ご意見、また、お聞きしたいことなど何かございませんか。 

このことについてご意見、またはお聞きしたいことございませんか。よろしいです

か。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、議案第８号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、

は承認ということで、皆さん、よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、議案第９号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●●）、

事務局の説明を求めます。 

      

          （事務局より、議案第９号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請 

者 ●●●●●）、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。委員の皆さんのご意見を求めます。ご意見、また、お

聞きしたいことなどございませんか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、ご異議、ご意見もないということでございますので、議案第９号 指定

校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●●）、は承認とさせていただきま

す。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、議案第１０号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、

事務局の説明を求めます。 

      

             

          （事務局より、議案第１０号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申

請者 ●●●●）、説明する。） 

 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。このことにつきまして委員の皆さんのご意見を求めま

す。ご意見、また、お聞きしたいことなどございませんか。よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、議案第１０号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●

●）、は承認とさせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、議案第１１号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、

事務局の説明を求めます。 

 

           （事務局より、議案第１１号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請

者 ●●●●）、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。委員の皆さんの意見を求めます。ご意見、また、お聞
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きしたいことなどございませんか。よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、ご異議、ご意見がないということでございますので、議案第１１号 指

定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、は承認とさせていただきま

す。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、議案第１２号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●● ●）、

事務局の説を求めます。 

       

          （事務局より、議案第１２号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申

請者 ●● ●）、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。このことにつきまして委員の皆さんのご意見を求めま

す。ご意見、また、お聞きしたいことなどございませんか。よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、ご異議、ご意見がないということでございますので、議案第１２号 指

定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●● ●）、は承認とさせていただきま

す。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、議案第１３号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●

●）、事務局の説明を求めます。 

       

          （事務局より、議案第１３号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申

請者 ●●●●●）、説明する。）  

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。このことにつきまして委員の皆さんのご意見を求めま

す。ご意見、また、お聞きしたいことなどございませんか。よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、ご異議、ご意見もないということでございますので、議案第１３号 指

定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●●）、は承認といたします。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、議案第１４号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、

議案第１５号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●● ●）、議案第１

６号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、につきましては関

連がございますので一括して、事務局の説明を求めます。 

 

          （事務局より、議案第１４号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申

請者 ●●●●）、議案第１５号 指定校区外就学申請の取扱いについて

（申請者 ●● ●）、議案第１６号 指定校区外就学申請の取扱いについ

て（申請者 ●●●●）、説明する。）  

 

教育長 ： 小休とさせていただきます。 
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（小休止） 

 

教育長 ： それでは、正常に復させていただきまして、議案第１４号 指定校区外就学申請の

取扱いについて（申請者 ●●●●）、委員の皆さんのご意見等ございませんか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ご意見、ご異議もないようでございますので、議案第１４号 指定校区外就学申請

の取扱いについて（申請者 ●●●●）、は承認とさせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 同じく議案第１５号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●● ●）、

委員の皆さんのご意見を求めます。ご意見などございませんか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ご意見、ご異議もないということでございますので、議案第１５号 指定校区外就

学申請の取扱いについて（申請者 ●● ●）、は承認とさせていただきます。 

全委員 ； はい。 

教育長 ： 続いて、、議案第１６号 指定校区外就学申請の取扱いについて（申請者 ●●●

●）、委員の皆さんのご意見を求めます。ご意見等ございませんか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ご意見、ご異議がないということでございますので、、議案第１６号 指定校区外就

学申請の取扱いについて（申請者 ●●●●）、は承認とさせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、承認、また議案を終わらせていただきまして、次に協議事項ということ

になりますが、協議事項のほうはございません。 

教育長 ： それでは、報告事項に移ります。 

      報告事項 ①四万十町文化的施設基本構想について、事務局の説明をお願いします。 

      

          （事務局より、報告事項 ①四万十町文化的施設基本構想について、説明

する。）            

 

教育長 ： 報告事項①四万十町文化的施設基本構想について、を終わらせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： その他に移らせていただきまして、その他 ①小鳩保育所移転整備事業基本設計に

ついて、事務局の説明をお願いします。 

 

           （事務局より、その他 ①小鳩保育所移転整備事業基本設計について、説明

する。）            

 

教育長 ： ただ今、説明がございました。 

 その他 ②男女混合名簿（出席簿）について、お手元のほうに平成３０年度男女混

合名簿、出席簿の調査結果という資料があると思いますけれども、このことについて

お願いします。 

       

          （事務局より、その他 ②男女混合名簿（出席簿）について、説明する。）           
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教育長 ： このことについて何か、お聞きしたいことなどございませんか。よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、その他 ③卒業式の出席について、日程、参加者の確認で変更もありま

すので、それぞれ確認をしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

        （全委員で、その他③卒業式の出席について、調整する。） 

 

教育長 ： よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続きまして、総合教育会議を予定したいと思っていますので日程調整をさせていた

だきたいと思います。次回、３月定例教育委員会ですが、３月議会の関係があります

ので３月５日 火曜日 午前９時から予定をしたいと思いますが、皆さん、いかがで

しょうか。 

全委員 ： 異議なし。 

教育長 ： ３月５日 火曜日 午前９時から、場所については、この場所が空いていればここ

で行いたいと思いますが、いずれにしても、ご案内のほうをさせていただきたいと思

います。 

それでは、以上をもちまして本日の日程、全て終了しました。教育委員会２月定例

会を閉会いたします。 

 

 

（閉会） 

 

 

 

 

 

３月の定例委員会予定   平成３１年３月５日（火） 

 

 

 

 

 

 

        教育長 ：                      

 

 

 

 

 

        署名人 ：                       


